
 

 千葉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

                 千葉県公安委員会委員長  佐久間  英 利   

千葉県公安委員会規則第３号 

   千葉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 千葉県道路交通法施行細則（昭和３５年千葉県公安委員会規則第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条の３第１項第４号ク を次のように改める。 

     児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の３第３項に規定する医療

費支給認定に係る同法第６条の２第２項に規定する小児慢性特定疾病児童等（児

童福祉法第６条の２第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾

病及び同条第３項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定

める疾病の状態の程度（平成２６年厚生労働省告示第４７５号）第１４表中の色

素性乾皮症に係る者に限る。） 

 第１１条第１０号中「自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該

自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車」を「自動運転技術そ

の他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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